＜活動紹介コーナーにおけるチャリティ販売及び募金活動のご案内＞
●実施前の提出書類

　活動紹介コーナーの申請書のほかに、「チャリティ販売及び募金活動申請書」をご提出ください。「チャリティ販売及び募金活動申請書」には具体的な寄付先を記載してください。

●実施に際してのルール

　１．実施できるのはサポートセンターにデータベース登録をしている市民公益活動団体です。未登録の団体は「デ―タベース登録票」と活動内容のわかる「団体資料」を申請書に添付してご提出ください。

　２．チャリティ販売、募金活動の目的がチャリティや寄付であることが条件です。
（団体の活動資金としては認められません）

　３．政治、宗教団体への寄付は認められません。
　４．売上げや募金の使途先を展示の中で来館者に分かるように明記してください。　

５．団体のメンバーが１名以上常駐し、金銭の管理に責任を持つようお願いします。金銭及

び募金箱等を活動紹介コーナーに残したまま、たとえ短時間であってもその場を離れないでく

ださい。（サポートセンターでの預かりはいかなる場合でもいたしません。金銭が紛失し

た場合でもサポートセンターでは一切の責任を負いません。）

　６．館内で、募金箱や販売物品等を持ち歩いての販売、活動紹介コーナー以外でチャリティ販売や

募金の呼びかけをしないようお願いいたします。

●実施後の提出書類
　終了後、１ヶ月以内に純利益（全体の売上げから仕入れにかかった経費を差し引いたもの）または募金の使途先がわかる領収書や振込み証明書のコピーをサポートセンターにご提出ください。

●期間　　　利用日の６ヶ月前の１日から予約が可能です。同一団体の利用は年２回までとします。

活動紹介コーナー利用期間中のみ実施可能となります。最長２週間です。活動紹介コーナー利用
期間内であれば、短期間での実施も可能です。
●申し込み方法　申請書に必要事項を記入し、実施３週間前までにご提出ください。

　　　　　　　　申請後２週間以内に許可、不許可の連絡をサポートセンターよりいたします。

→上記のルールに反した場合は、その場で物品販売及び募金活動を停止いたします。また、年度内の販売、募金活動を禁止します。

チャリティ販売及び募金活動申請書

（活動紹介コーナー）

※活動紹介コーナー申請書を展示開始日の３週間前までにご提出ください。

（あて先）市民活動サポートセンター指定管理者

太枠内をご記入ください。

	データベース未登録団体は

「データベース登録票」と「団体資料」を申請書に添付してご提出ください。

	　　　年　　　月　　　日

申請者

団体名 　　       　                                              

      (ふりがな)
代表者氏名　                        　　　     　        　　　　

　　　 所在地　〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

電　話　  　　　　　　　　  　　　　FAX　    　　　　　　　 　　



	内容
	□チャリティ販売　　□募金活動　（どちらかにレ印をつけてください）

販売物：　　　　　　　仕入れにかかった経費：
※チャリティ販売において赤字になった場合の対応についてどちらかにレ印をつけてください。

　□売上げに関わらず一定金額を寄付する。（　　　　　　円）

　□赤字になった場合は寄付をしない。

	寄付先
	※具体的な寄付先の団体名を記載してください。

	期間
	　　　年　　月　　日（　）　～　　年　　月　日（　）　　　　　　日間

	責任者）
連

絡

担

当

者

（
	□　申請者に同じ



	
	〒
住所　



	
	（ふりがな）

氏名

	
	電話
	ＦＡＸ

	実施前
	ＤＢＮｏ
	受付者
	台帳記入
	可/否

	
	
	／
	／
	／

	実施後
	領収書等提出日

	
	／


